
議案第１号  

 

 

平塚市小規模特認校の実施について 

 

 

平塚市小規模特認校について、別紙のとおり実施するものとする。 

 

 

 

令和７年４月２２日提出 

 

 

平塚市教育委員会       

 教育長  吉 野 雅 裕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  令和７年４月２２日 

教育総務部教育総務課 

学 校 教育 部学 務 課 

土屋小学校 小規模特認校の実施について 

１ 概要 

 土屋小学校における小規模特認校の実施にあたり、令和８年４月から入学生・転入生の受入れを

開始します。 

 

２ 経緯 

 令和６年４月時点の全児童数は 86 人で、市内で唯一 100 人を下回っている状況です。推計では、

数年後には複数の学年で 10 人を下回る学年が想定され、多様な考え方に触れる機会が減少したり、

集団で行う授業及び行事等、活動に制限が生じたりすることが懸念されます。 

そのため、市内全域から通学することができ、小規模ならではの特色ある教育を実践できる小規

模特認校について、学校・地域・保護者・教育委員会が協議を重ね、実施に向けた合意が形成され

ました。 

 

３ スケジュール（予定） 

日時 内容 その他 

令和７年 ５月１日 記者発表 ・令和８年度に向けた募集を公表 

６月 26 日 事前学校見学会  

11 月６日、７日 学校見学会・説明会 見学会（授業参観）の後に説明会 

11 月 17 日の週 校長及び教育委員会面談 

（抽選） 

 

※定員を超えた場合 

令和８年   １月 決定通知・就学通知発送  

４月 入学生・転入生受入れ開始  

 

４ 募集内容 

・別添「平塚市小規模特認校の実施に関する要綱」をもとに、毎年度「募集案内」と「リーフレッ

ト」を作成して広く周知をしていきます。 

・土屋小学校を卒業後は、学区指定変更により土沢中学校にも就学できます。 

 

以 上  



 



平塚市小規模特認校の実施に関する要綱 

（令和７年 5 月１日施行） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、平塚市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則（昭和５

９年教育委員会規則第７号。以下「規則」という。）第 6 条の規定に基づき就学すべ

き小学校の指定を変更することを認める小規模の特定の小学校（以下「小規模特認

校」という。）の実施について必要な事項を定める。 

（小規模特認校） 

第２条 小規模特認校は、平塚市立土屋小学校とし、小規模特認校への就学を認める

学年は、全ての学年とする。 

（募集人数） 

第３条 小規模特認校に就学できる児童数は、当該小規模特認校に在籍する児童数を

勘案し、教育委員会が小規模特認校の校長と協議の上で決定する。 

（就学時期及び就学期間） 

第４条 小規模特認校に就学する時期は、原則として毎年４月１日とする。 

２ 小規模特認校に就学する児童は、転出その他やむを得ない事情がある場合を除

き、小学校を卒業するまで当該小規模特認校に就学するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童又は保護者の事情により小規模特

認校への就学が困難と認められるときは、小規模特認校の校長と協議の上、当該児

童を規則第４条の規定により指定する小学校に転入させることができる。 

（就学の申請） 

第５条 小規模特認校に就学の申請をすることができる児童は、市内に住所を有する

者又は就学の前日までに本市に転入を予定している者とする。 

２ 小規模特認校に就学を希望する児童の保護者は、別に定める期間内に、小規模特

認校指定変更申請書（第１号様式）を提出しなければならない。 

（面談） 

第６条 小規模特認校への就学を希望する保護者及び児童は、前条の規定による申請

をする前に、別に定める小規模特認校の校長及び教育委員会の面談を受けるものと

する。 

（就学等の決定） 

第７条 教育委員会は、前条の面談の結果を基に小規模特認校の校長と協議した上で

就学の可否を決定し、当該児童の保護者及び小規模特認校の校長に「小規模特認校

指定変更決定通知書（第２号様式（１）又は第 2 号様式（２））」により通知する。 

2 第３条の規定により決定した募集人数を上回る申請があったときは、教育長が別に

定める方法により選考を行う。 



（就学後の遵守事項） 

第８条 小規模特認校に就学した児童の保護者は、次の事項を遵守するものとする。 

（１） 小規模特認校の教育活動等に協力すること。 

（２） 通学は、保護者の負担と責任において行うこと。 

（中学校への就学） 

第９条 規則第６条の規定により、小規模特認校を卒業する見込みである児童が当該 

小規模特認校の通学区域の範囲を通学区域とする中学校への就学を希望するとき

は、学校教育法施行細則（昭和６２年教育委員会規則第２号）第８条の規定による

学校指定の変更の申立てを行うものとする。 

附 則 

 この要綱は、令和７年 5 月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

小規模特認校指定変更申請書 

 

（宛先） 

 平塚市教育委員会 

 

申請者（児童の保護者） 

住所                

氏名                

連絡先               

 

次のとおり、小規模特認校への就学を申請します。 

 

 

児 

童 

フリガナ  

氏 名 

生年月日 年     月     日生 

住 所 平塚市 

指定を受けた学校 平塚市立  小学校   第   学年 

就学を希望する学校 平塚市立土屋小学校   第   学年 

就学を希望する期間 年  月  日から   年  月  日まで 

 

通学の手段 

 

 

 

 

 

 

申請理由 

 

 

 

 



第２号様式（１）（第７条関係） 

年  月  日 

 

              様 

平塚市教育委員会 

               

 

小規模特認校指定変更通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のありました小規模特認校就学申請について、次の

とおり指定の変更を承認しましたので通知します。 

 

 

 

１ 承認します 

 

児 

童 

フリガナ  

氏 名 

生年月日 年     月     日生 

住 所 平塚市 

就学を承認した学校 平塚市立土屋小学校   第   学年 

就学を承認した期間 年  月  日から   年  月  日まで 

 

遵守事項 

１ 小規模特認校の教育活動等に協力すること。 

２ 通学は、保護者の責任において行うこと。 

 
 

２ 承認しません 

 

 

承認しない理由 

 

 

 

 

 



第２号様式（２）（第７条関係） 

年  月  日 

（宛先） 

         小学校長 

平塚市教育委員会 

               

 

小規模特認校指定変更通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のありました小規模特認校就学申請について、次の

とおり指定の変更を承認しましたので通知します。 

 

 

 

１ 承認します 

 

児 

童 

フリガナ  

氏 名 

生年月日 年     月     日生 

住 所 平塚市 

就学を承認した学校 平塚市立土屋小学校   第   学年 

就学を承認した期間 年  月  日から   年  月  日まで 

 

遵守事項 

１ 小規模特認校の教育活動等に協力すること。 

２ 通学は、保護者の責任において行うこと。 

 
 

２ 承認しません 

 

 

承認しない理由 

 

 

 

 



 



 

 

 

１ 就学できる方 

次の（１）～（６）の全てを満たす方 

（１） 令和８年４月１日時点で平塚市内に住所を有している又は前日までに平塚市への転入を

予定している。 

（２） 土屋小学校の教育活動に理解・賛同し、土屋地域との交流活動に積極的に参加・協力でき

る。 

（３） 通学は、指定された登下校時刻に合わせ、保護者の責任と負担において行う。（車の乗降

は、指定された場所のみとします。） 

（４） 児童の心身の状況が、学区外通学に耐えることができる。 

（５） 原則として、卒業まで通学することができる。 

（６） その他、土屋小学校が定めるルールを守ることができる。 

 

２ 募集対象 

新１年生から新６年生まで（令和８年４月１日時点） 

 

３ 定員等 

（１）令和８年度は 

学年 新１年生 新２年生 新３年生 新４年生 新５年生 新６年生 

募集 

人数 
7 人程度 10 人程度 

きょうだい

関係等のみ 
8 人程度 3 人程度 5 人程度 

（２）申請者数が定員を超える場合は、入学・転入学希望者のきょうだいが土屋小学校に在学中

の児童を優先し、その他の児童は抽選とします。 

（３）土屋小学校を卒業後は、土沢中学校にも就学できます。 

 

４ 学校見学会・説明会 

 土屋小学校の特色を理解するために、入学・転入学を希望する方は必ずご出席ください。 

（１）開催日時 

①令和７年１１月６日（木）１３時４５分から 

   ②令和７年１１月７日（金）１３時４５分から 

   ※いずれかの日程でご出席ください。 

（２）申込み 

   開催３日前までに直接、土屋小学校（0463-58-1414）へ連絡してください。 

 

平塚市小規模特認校 

土屋小学校 令和８年度児童募集案内 

～土屋小学校は学区を超えて通学できる「小規模特認校」です～ 



５ 面談 

  学校見学会・説明会に参加した保護者及び児童を対象に、面談を実施します。 

  （学校の特色を説明するほか、通学方法などを確認させていただきます。） 

（１）面談実施予定日 

１１月１７日（月）の週を予定しています。（詳細は決定次第、市ホームページでお知らせします。） 

（２）面談場所 

  土屋小学校 

（３）申込み 

「４ 学校見学会・説明会」に出席した際に、直接学校にお申し込みいただくか、開催日３

日前までに土屋小学校（0463-58-1414）へ連絡してください。 

学校見学会・説明会・面談時の駐車場について 

お車で来場される場合、学校の敷地内に車で乗り入れることはできません。 

当日は指定された多目的広場に駐車していただくようお願いします。 

＜多目的広場へのルート案内＞ 

県道 44号平塚松田線を平塚方面から進み、「神奈川大学入口」の信号を松田方面へ

200m直進した右手側です。（旧平塚市立土屋幼稚園付近） 

※見学会・説明会等の際には係員が誘導いたします。（開催日以外は開放していません。） 

 

６ 申請手続 

（１）申請期間 

   令和７年１１月２０日（木）から１１日２８日（金）まで 

   （月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時まで） 

（２）申請書類 

   面談時に配付した申請書を記入し、市役所本館７階 705窓口（学務課学務担当）へご持参

ください。 

 

７ 入学・転入学の決定 

申請書及び面談内容を確認し、結果を令和８年１月末日までに保護者に通知します。 

 

８ その他 

新１年生対象の就学時健康診断は、教育委員会から送付されている通知書に記載されてい

る会場で受診してください。 

【お問合せ先】 

・平塚市教育委員会 学校教育部 学務課 学務担当（電話：０４６３－３５－８１１８） 

・平塚市立土屋小学校（電話：0463-58-1414） 

・小規模特認校制度に関するホームページ 

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page20_00078.html 

（二次元バーコードはこちら→） 

 


